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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月6日(2015.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムでの端末のランダムアクセス手続き制御方法において、
　プライマリセル又はセカンダリ上からランダムアクセスプリアンブルを伝送する段階と
、
　前記ランダムアクセスプリアンブルの伝送回数に基づいて、ランダムアクセス問題が感
知されたか決定する段階と、
　もし、前記ランダムアクセスプリアンブルが前記プライマリセルから伝送された場合、
前記ランダムアクセス問題を上位階層に指示する段階と、
　もし、前記ランダムアクセスプリアンブルが前記セカンダリセルから伝送された場合、
前記ランダムアクセス手続きが失敗して完了したものと決定する段階と
　を含むことを特徴とするランダムアクセス手続き制御方法。
【請求項２】
　もし、前記ランダムアクセス問題が前記プライマリセル上から感知された場合、無線資
源制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ，ＲＲＣ）連結再設立（ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）手続きを実行する段階をさらに含
むことを特徴とする請求項１記載のランダムアクセス手続き制御方法。
【請求項３】
　もし、前記ランダムアクセス問題が前記プライマリセル上から感知されて解決されなか
った場合、前記ＲＲＣ連結再設立手続きを実行する段階をさらに含むことを特徴とする請
求項２記載のランダムアクセス手続き制御方法。
【請求項４】
　前記ＲＲＣ連結再設立手続き実行段階は、
　もし、前記ランダムアクセス問題が前記プライマリセル上から感知された場合、タイマ
ーを始める段階と、
　前記タイマーが満了すると、前記ＲＲＣ連結再設立手続きの実行を中止する段階と
　をさらに含むことを特徴とする請求項３記載のランダムアクセス手続き制御方法。
【請求項５】
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　前記ランダムアクセス手続きが失敗して完了したものと決定する段階は、
　もし、前記ランダムアクセスプリアンブルが前記セカンダリセル上から伝送された場合
、前記ランダムアクセス手続きを中止する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１記
載のランダムアクセス手続き制御方法。
【請求項６】
　前記ランダムアクセス問題は、前記基地局からランダムアクセス応答が受信されない場
合に感知されることを特徴とする請求項１記載のランダムアクセス手続き制御方法。
【請求項７】
　無線通信システムの端末において、
　基地局と信号を送受信する送受信部と、
　プライマリセル又はセカンダリ上からランダムアクセスプリアンブルを伝送し、前記ラ
ンダムアクセスプリアンブルの伝送回数に基づいて、ランダムアクセス問題が感知された
か決定し、もし前記ランダムアクセスプリアンブルが前記プライマリセルから伝送された
場合、前記ランダムアクセス問題を上位階層に指示し、もし前記ランダムアクセスプリア
ンブルが前記セカンダリセルから伝送された場合、前記ランダムアクセス手続きが失敗し
て完了したものと決定するように制御する制御部と
　を含むことを特徴とする端末。
【請求項８】
　前記制御部は、
　もし、前記ランダムアクセス問題が前記プライマリセル上から感知された場合、無線資
源制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ，ＲＲＣ）連結再設立（ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）手続きを実行するように制御する
ことを特徴とする請求項７記載の端末。
【請求項９】
　前記制御部は、
　もし、前記ランダムアクセス問題が前記プライマリセル上から感知されて解決されなか
った場合、前記ＲＲＣ連結再設立手続きを実行するように制御することを特徴とする請求
項８記載の端末。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　もし、前記ランダムアクセス問題が前記プライマリセル上から感知された場合、タイマ
ーを始め、前記タイマーが満了すると、前記ＲＲＣ連結再設立手続きの実行を中止するよ
うに制御することを特徴とする請求項９記載の端末。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　もし、前記ランダムアクセスプリアンブルが前記セカンダリセル上から伝送された場合
、前記ランダムアクセス手続きを中止するように制御することを特徴とする請求項７記載
の端末。
【請求項１２】
　前記ランダムアクセス問題は、前記基地局からランダムアクセス応答が受信されない場
合に感知されることを特徴とする請求項７記載の端末。
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